
市
政
野
名
だ
よ
り
第
十
七
号

発
行
者

野
名
す
み
よ

大
王
町
波
切
一
〇
八
―
一

平
成
二
十
三
年
八
月
発
行

℡
七
二
‐
一
三
二
〇

◆
防
災
行
政
無
線
の
問
題
点

▼
戸
別
受
信
機
「
業
者
は
有
料
」
を

市
長
判
断
で
一
部
宿
泊
施
設
は
無
料
に

防
災
行
政
無
線
戸
別
受
信
機
の
配
布
に
つ
い
て
、
議
会
で
の

説
明
は
「
一
世
帯
に
一
台
は
無
料
、
二
台
目
は
有
料
。
業
者
は

有
料
」
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

と
こ
ろ
が
四
月
二
十
一
日
の
臨
時
議
会
で
、
小
田
幸
道
議
員

か
ら
次
ぎ
の
よ
う
な
質
問
が
あ
り
ま
し
た
。
「
業
者
は
有
料
の

は
ず
な
の
に
、
後
日
、
ホ
テ
ル
な
ど
収
容
客
数
三
百
人
以
上
は

無
料
と
い
う
話
を
聞
い
た
。
こ
の
三
百
人
を
基
準
と
し
た
根
拠

を
聞
き
た
い
」
。

担
当
部
長
は
、
「
宿
泊
施
設
に
つ
い
て
は
、
収
容
人
員
が
三

百
人
以
上
を
無
償
で
配
布
す
る
と
な
っ
て
い
る
。
根
拠
は
市
内

の
宿
泊
施
設
の
収
容
人
員
を
調
べ
た
結
果
、
三
百
人
が
適
当
で

あ
る
と
判
断
し
た
」
。

市
長
は
、
「
基
準
の
数
字
を
下
げ
て
い
く
と
際
限
が
な
く
な

っ
て
し
ま
う
の
で
、
ホ
テ
ル
の
稼
働
率
や
従
業
員
の
率
と
い
っ

た
こ
と
を
考
え
、
三
百
人
に
決
め
た
。
こ
の
こ
と
に
不
満
を
持

た
れ
て
い
る
方
々
に
は
、
相
応
の
対
価
を
支
払
え
ば
配
布
す

る
」
。

▼

大
口
市
長
は
「
市
長
権
限
で
決
め
て
い
る
」

私
は
、
業
者
に
配
布
す
る
戸
別
受
信
機
が
、
有
料
か
ら
無
料

に
な
っ
た
理
由
と
経
緯
を
知
る
た
め
に
、
説
明
を
求
め
ま
し
た
。

大
口
市
長
は
、
「
配
布
基
準
は
条
例
で
は
な
く
、
基
準
で
定

め
て
い
る
。
こ
の
基
準
は
行
政
内
部
の
判
断
で
決
め
、
市
長
権

限
で
定
め
て
い
る
。
そ
の
中
に
、
「
た
だ
し
、
市
長
が
認
め
る

場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
」
と
あ
る
の
で
、
そ
こ
ま
で
立
ち

入
る
の
は
い
か
が
な
も
の
か
」
と
開
き
直
り
、
答
弁
を
拒
否
し

ま
し
た
。

「
市
長
が
認
め
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
」
を
、
「
市
長

が
認
め
れ
ば
何
で
も
で
き
る
」
と
、
履
き
違
え
て
い
る
の
で
し

ょ
う
か
。

特
例
的
な
市
長
権
限
と
は
、
屋
外
の
防
災
無
線
が
届
か
な
い

地
域
に
あ
る
業
者
に
対
し
、
戸
別
受
信
機
を
屋
外
拡
声
器
と
同

等
に
見
な
し
、
無
料
配
布
す
る
と
い
っ
た
こ
と
で
あ
っ
て
、
決

定
し
た
こ
と
を
独
断
で
変
更
す
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

市
長
の
答
弁
拒
否
は
、
こ
れ
ま
で
何
度
か
あ
り
ま
し
た
。
し

か
し
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
常
態
化
す
れ
ば
、
市
政
の
私
物
化
、

独
裁
化
に
繋
が
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
ま
す
。
市
長
権
限
で
変
更

し
た
の
で
あ
れ
ば
、
当
然
、
そ
の
理
由
と
経
緯
を
説
明
す
る
責

任
が
あ
り
ま
す
。

戸
別
受
信
機
は
「
市
民
の
家
庭
に
配
布
」
が
原
則
で
す
。
こ

の
原
則
に
立
ち
戻
れ
ば
、
一
部
業
者
に
無
料
配
布
す
る
前
に
、

市
民
の
一
世
帯
二
台
目
を
無
料
化
に
す
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

▼
入
札
は
二
社
、
う
ち
一
社
は
辞
退

落
札
率
は
九
十
八
％

二
十
二
年
六
月
一
八
日
、
防
災
行
政
無
線
設
備
整
備
の
入
札

に
、
沖
電
気
工
業
（
株
）
と
日
本
電
気
（
株
）
の
二
社
が
参
加

し
て
行
わ
れ
ま
し
た
。
不
可
解
な
こ
と
は
、
当
日
、
日
本
電
気

が
金
額
を
提
示
せ
ず
、
「
辞
退
」
と
書
い
た
こ
と
で
す
。
当
然
、

こ
の
日
本
電
気
は
失
格
と
な
り
、
残
る
沖
電
気
が
落
札
し
ま
し
た
。

落
札
額
は
約
六
億
二
千
万
円
、
落
札
率
は
九
十
八
％
。
競
争
の

原
理
が
働
い
て
い
な
い
結
果
で
し
た
。

私
は
市
長
に
、
「
津
か
ら
志
摩
市
ま
で
入
札
に
出
向
き
な
が

ら
、
な
ぜ
、
金
額
を
入
れ
な
か
っ
た
の
か
」
を
、
失
格
し
た
業

者
に
聞
き
取
り
、
調
査
す
る
よ
う
に
求
め
ま
し
た
。

大
口
市
長
は
、
「
お
そ
ら
く
金
額
を
提
示
で
き
な
い
、
そ
れ

な
り
の
理
由
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
。
業
者
の
考
え
で
す
か

ら
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
推
し
は
か
れ
ま
せ
ん
」
と
、
消
極
的
な

答
弁
を
繰
り
返
し
ま
し
た
。

松
尾
議
員
は
、
「
こ
の
問
題
は
入
札
制
度
そ
の
も
の
を
根
底

か
ら
覆
す
行
為
で
あ
り
、
ペ
ナ
ル
テ
ィ
を
課
す
べ
き
で
あ
る
」

と
追
求
し
ま
し
た
。

市
長
は
「
議
場
で
談
合
疑
惑
が
出
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、

業
者
は
非
常
に
不
服
だ
と
思
い
ま
す
か
ら
、
議
員
の
発
言
も
添

え
て
問
い
か
け
は
し
て
み
ま
す
。
ペ
ナ
ル
テ
ィ
に
つ
い
て
は
、

法
や
内
部
規
定
が
あ
る
の
で
、
思
案
し
て
み
ま
す
」
と
答
え
ま

し
た
。

市
長
に
は
、
業
者
に
「
金
額
が
提
示
で
き
な
い
の
に
、
な
ぜ

入
札
に
参
加
し
た
の
か
」
、
そ
の
理
由
を
問
い
質
す
責
務
が
あ

り
ま
す
。
ま
た
、
調
査
結
果
を
踏
ま
え
て
、
今
後
の
対
策
を
講

じ
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
報
告
は
あ
り
ま
せ
ん
。

▼

難
聴
地
域
の
屋
外
拡
声
子
局
新
設
で

業
者
の
責
任
を
問
い
紛
糾

二
十
三
年
二
月
二
十
八
日
、
難
聴
地
域
解
消
の
た
め
、
大

王
町
畔
名
に
屋
外
拡
声
子
局
を
新
設
す
る
議
案
が
出
さ
れ
、
議

会
は
紛
糾
し
ま
し
た
。
難
聴
地
域
の
追
加
工
事
は
、
今
回
の
畔

名
地
区
の
約
四
百
二
十
九
万
円
以
外
に
、
二
十
一
年
度
に
志
摩

町
間
崎
に
約
四
百
三
十
七
万
円
で
新
設
し
て
い
ま
す
。

私
を
含
め
た
数
名
の
議
員
は
、
「
難
聴
地
域
の
調
査
を
含
ん

だ
基
本
計
画
が
完
全
で
な
い
な
ら
、
業
者
に
責
任
が
あ
る
」
と

し
て
、
追
加
工
事
費
は
基
本
計
画
を
作
成
し
た
業
者
が
負
担
す

べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
ま
し
た
。

市
長
は
「
我
々
は
完
全
で
あ
る
と
理
解
し
た
が
、
実
際
に

や
っ
て
み
る
と
聞
こ
え
な
い
地
域
が
で
き
た
か
ら
、
対
応
す
る

の
は
当
然
で
あ
る
」
。
ま
た
、
担
当
部
長
は
「
設
計
管
理
業
務

に
つ
い
て
は
、
一
〇
〇
％
に
近
い
電
波
の
検
査
も
し
た
と
思
う

が
、
最
終
的
に
は
難
聴
地
域
が
あ
っ
た
」
と
答
弁
し
ま
し
た
。

難
聴
地
域
は
一
刻
も
早
く
解
消
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
基
本
計
画
の
事
業
費
約
一
〇
二
万
円
を
約
二
十
一
万

円
で
落
札
し
、
そ
の
後
に
続
く
実
施
計
画
・
管
理
業
務
を
合
わ

せ
て
約
一
千
三
百
九
十
一
万
円
で
受
託
し
た
業
者
の
責
任
を

質
さ
ず
に
済
ま
せ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
思
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
議
会
は
、
こ
の
問
題
を
賛
成
多
数
で
承
認
し
て
し

ま
い
ま
し
た
。



◆
志
摩
町
和
具
に
幼
稚
園
が
二
つ

幼
保
一
体
化
計
画
を
市
長
が
変
更

▼
実
施
計
画
決
定
ま
で
の
経
緯

保
育
所
・
幼
稚
園
等
あ
り
方
検
討
会
へ
諮
問

市
は
保
育
所
・
幼
稚
園
等
の
一
体
化
に
向
け
て
、
「
志
摩
市

保
育
所
・
幼
稚
園
等
の
あ
り
方
検
討
会
」
を
設
置
し
、
平
成
十

九
年
四
月
に
素
案
を
諮
問
し
ま
し
た
。

委
員
の
構
成
は
、
市
外
は
大
学
教
授
。
県
幼
稚
園
協
会
代
表
。

県
保
育
協
会
代
表
。
私
立
幼
稚
園
協
会
代
表
。
幼
保
一
体
化
先

進
自
治
体
の
五
名
。
市
内
は
幼
稚
園
保
護
者
代
表
。
保
育
所
保

護
者
代
表
。
幼
稚
園
長
。
保
育
所
所
長
。
自
治
会
連
合
会
長
。

行
政
改
革
推
進
委
員
。
経
営
戦
略
会
議
。
一
般
公
募
の
八
名
。

計
十
三
名
で
す
。

二
十
一
年
の
二
月
に
答
申
が
出
さ
れ
、
十
一
月
に
幼
保
一
体

化
施
設
の
実
施
計
画
が
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

▼

大
口
市
長
が
実
施
計
画
を
突
然
変
更

実
施
計
画
を
踏
ま
え
て
、
二
十
四
年
四
月
一
日
に
、
志
摩
町

の
三
つ
の
幼
稚
園
と
五
つ
の
保
育
所
を
志
摩
支
所
（
旧
役
場
）

に
統
合
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
突
然
、
大
口
市
長
が
、「
和
具
幼
稚
園
の
統
合
は
、

一
部
保
護
者
の
理
解
が
得
ら
れ
な
い
の
で
、
当
分
の
間
、
二
園

を
継
続
す
る
」
と
変
更
。
二
十
四
年
度
の
入
園
申
し
込
み
が
、

「
四
歳
児
・
五
歳
児
そ
れ
ぞ
れ
十
人
を
切
っ
た
場
合
は
、
休
園

す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
基
準
を
定
め
ま
し
た
。
こ
の
基
準
は
、

二
十
四
年
度
の
幼
稚
園
の
継
続
を
、
保
護
者
に
委
ね
た
こ
と
を

意
味
し
ま
す
が
、
今
後
、
幼
保
一
体
化
に
反
対
す
る
保
護
者
が

十
人
以
上
い
れ
ば
、
適
用
さ
れ
る
前
例
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

市
長
は
次
の
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
す
。
①
計
画
段
階
で
関

係
す
る
地
域
住
民
と
し
っ
か
り
話
し
合
う
。
②
議
会
へ
の
説

明
・
報
告
は
市
長
の
責
務
。
③
決
定
後
は
特
例
的
な
場
合
し
か

変
更
し
な
い
。

戸
別
受
信
機
で
は
市
長
権
限
を
行
使
し
、
幼
稚
園
の
統
合
で

は
権
限
を
放
棄
し
た
大
口
市
長
。
市
長
権
限
を
上
手
に
使
い
分

け
て
い
ま
す
が
、
無
責
任
と
の
謗
り
は
免
れ
ま
せ
ん
。

市
長
は
、
二
つ
の
幼
稚
園
の
継
続
理
由
を
「
住
民
と
の
緩
和

政
策
」
と
答
え
ま
し
た
。
和
具
地
区
は
市
長
の
お
膝
元
で
す
。

親
族
、
知
人
、
支
援
者
に
対
す
る
配
慮
が
必
要
な
の
か
も
知
れ

ま
せ
ん
。
し
か
し
、
市
長
は
目
先
の
融
合
よ
り
も
、
子
供
た
ち

の
将
来
を
見
据
え
、
何
が
大
切
か
を
判
断
す
べ
き
で
す
。

▼
志
摩
町
の
幼
保
一
体
化
施
設
投
資
額

 
 

二
億
千
七
百
二
十
九
万
円

統
合
費
用
の
内
訳

・
片
田
保
育
所
の
移
転
等
…
五
十
五
万
円

・
施
設
整
備
工
事
等
…
一
億
六
千
二
百
六
十
八
万
円

・
消
防
車
庫
改
修
等
…
六
百
四
十
一
万
円

・
和
具
保
育
所
整
備
…
三
千
三
百
四
十
八
万
円

・
園
庭
整
備
等 

 

…
千
三
百
九
十
八
万
円

・
進
入
路
測
量
設
計
…
十
九
万
円

◆
火
葬
場
建
設
費
を
承
認

稼
動
は
二
十
六
年
四
月
一
日

平
成
二
十
三
年
度
の
当
初
予
算
で
、
火
葬
場
建
設
費
約
一
億

五
千
万
円
が
議
会
で
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

私
は
、
環
境
調
査
や
基
本
計
画
等
の
委
託
料
約
四
千
二
百
万

円
が
提
案
さ
れ
た
と
き
、
建
設
に
反
対
す
る
住
民
の
方
々
が
、

自
治
会
の
決
議
無
効
を
求
め
て
提
訴
し
て
い
た
こ
と
を
取
り

上
げ
、
一
審
判
決
後
に
予
算
化
し
た
方
が
よ
い
と
主
張
し
、
反

対
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
裁
判
が
棄
却
さ
れ
た
た
め
、
今

回
の
建
設
予
算
は
賛
成
し
ま
し
た
。

▼
火
葬
場
の
概
要

・
場
所 

 

…
磯
部
町
三
ヵ
所
地
内

・
火
葬
棟

…
人
体
炉
三
基
（
予
備
一
基
）
、
動
物
炉
一
基

・
建
設
費

…
約
十
三
億
五
千
万
円

※
人
体
炉
の
予
備
は
、
浜
島
町
に
あ
る
火
葬
場
が
老
朽
化
し

た
と
き
に
新
設
す
る
計
画
。

◆
浜
島
診
療
所
の
新
築
工
事
が
落
札

診
療
開
始
は
二
十
四
年
四
月
一
日

浜
島
診
療
所
の
新
築
移
転
工
事
が
、
二
十
三
年
六
月
九
日
に

落
札
さ
れ
ま
し
た
。
場
所
は
旧
浜
島
小
学
校
の
跡
地
。
新
築
後

の
診
療
予
定
は
二
十
六
年
四
月
一
日
で
す
。

▼
入
札
結
果

・
入
札
方
法
…
条
件
付
一
般
競
争
入
札

・
参
加
業
者
…
五
社

・
落
札
額

…
二
億
三
百
二
十
三
万
円

・
落
札
率

…
八
十
五
・
九
％

・
落
札

…
磯
部
建
設
工
業

◆
ご
み
処
理
施
設
建
設
工
事
が
落
札

 
 
 

稼
動
は
二
十
六
年
四
月
一
日

二
十
三
年
六
月
二
十
六
日
に
、
鳥
羽
志
勢
広
域
連
合
の
ゴ
ミ

処
理
施
設
建
設
工
事
が
、
落
札
さ
れ
ま
し
た
。

入
札
は
、
価
格
評
価
と
技
術
評
価
等
を
併
せ
て
審
査
す
る

た
め
、
総
合
評
価
落
札
方
式
技
術
審
査
会
を
設
け
、
委
員
の
点

数
合
計
に
よ
り
決
定
。
委
員
の
構
成
は
大
学
教
授
一
名
、
準
教

授
一
名
。
鳥
羽
市
副
市
長
。
志
摩
市
副
市
長
。
広
域
連
合
事
務 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

局
長
。
鳥
羽
市
・
志
摩
市
の
環
境
課
職
員
の
計
七
名
で
す
。

入
札
参
加
業
者
は
二
社
。
新
日
鉄
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ(

株)

は
価
格
で
は
負
け
ま
し
た
が
、
総
合
評
価
で(

株)

神
鋼
環
境
ソ

リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
よ
り
優
位
に
立
ち
、
落
札
し
ま
し
た
。
落
札
率

は
九
十
八
・
五
六
％
で
し
た
。

▼
入
札
結
果

◎
新
日
鉄
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ(

株)

（
総
合
点
八
十
五
・
一
六
）

・
価
格

…
七
十
四
億
五
千
万
円

・
価
格
点
…
四
十
九
・
六
六
点

・
審
査
点
…
三
五
・
五
点

○
（
株
）
神
鋼
環
境
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
（
総
合
点
八
四
・
三
五
）

 
 

・
価
格
…
七
十
四
億
円

・
価
格
点
…
五
〇
点

・
審
査
点
…
三
四
・
三
五
点




